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特定フイブリノゲン製剤及ぴ特定血液凝固第正因子製剤によるC型肝炎感染

被害者を救済するための給付金の支給に関する特別碍置法関係資料について

本EL r特定フイブリノゲン製剤及ぴ特定血液凝圃第DE因子製剤によるC塾肝

炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法く平成2 0年法

律第2号jJ.が施行されましたこ これを受けt厚生労働省では,別添のお知らせ
とQ8LAを各都道府県等に送付するとともにl同内容を近日中に厚生労働省ホ-
ムペ-ジに掲載することとしておリますo
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O C型肝炎訴訟について.感染被害者の方々の早期. -律救済の要請にこたえ

るベく1.議員亘法によってその解決を図るため,新しく法律くIX11が制定され1

平成20年1月1.6日から施行されましたo

く井りr特定フイブリノゲン製剤及ぴ特定血液凝圃第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するた
めの給付金の支給に関する特別措置法jです.

o 感染被害者の方々た甚大な被害が生じ1その被害の拡大を防止できなかった
ことについて,率直E羊園の責任を藷め1L感染被害者とその遺族の皆さまに心か
らお詫ぴ申し上げますo

O 厚生労働省は,出産や手術での大量出血などの際に特定のフイブリノゲン製

剤や血液凝固第正因子製剤を投与されたことによってC撃肝炎ウイルスに感染
された方々との間で.この法律に基づく給付金の貫給の仕組みに沿うてl今後I
和解を進めてまいります.

L
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s.J染され串方く如l阜その相続人ですo

新隼塊EB.bL症など癖該当します.また,

趨心七痩免された痩含も該当します.

することになっていますo
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裁判手続の中で褒剰韓与の軍臭,.申雫開胤雇状が確喪ぎれたら.これを狂明する和解調書等をも

ってへ由立行政法人医薬畠医療機器総合機構に給付金の菱給を清求していただくこiIたなります.



0.く蜘医薬.晶医療機器総合機構は.

などを行った上で.裁判手続の中で評められた症状に応じて1

0慢性c塾肝炎の進行によ卑肝硬変.肝がんL死亡
el僅性c塾肝炎
61 0.魯以外く無症候性ヰヤリアl

以下の額の給付金を支給しますo
4, 000万円
2, 00pO万円

1, 2OO万円

0 なお1給付金については,厚則として,平成20年1月1 6日から5年以内に帯求していただく

ことが必要セすので,ご注意ください.

Lb 給付金が支給された後1 Q年以内に症状が進行 迫加給付金せしてl進行した癌

状に応じた給付金の額と既に支給された給付金の嶺との差額の支給を受けることができます.

o追坤給付%,め買給を受けるた勧こはt痘如ミ進符じたことか如1る医師の鯵鹸書替もうて,直

臥働順薬帯摩療機器1.%1p合磯播た嶺求していたた.くことLtなJLjますLふ溝ぴ訴訟を硬起していた

だく必要はありません.

oなおへ追加鮒金についITは,層求される方が症疲が進行し1fIことを知った月から1 3年以内し
に請泉しでいただくごどが必衰モす由で.ご注意.ぐたさいo.
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亡絵付金等の支給の対象とな-る製剤の-覧l

特定フイブリノゲン製剤.

8 フイ ブリノ-ゲン-BBankくS39.6二9J

魯 フイ ブリノ-ゲン-ミドリ.くS39. 10.241

61フイブリノゲン-ミドリCS51.4,30J

魯 フイブリノゲンHT-ミドリくS62,4.301

特定血液凝固第IX.国子製剤

魯 ppsB-.ニチヤクくS47.4.221.

魯 コ-ナインCS47.4.221

GilウリスマシンくS51ー12.27I

魯 クリスマシン-HTくS60,.12.171

く洪5トカッコ内は.襲造や翰入販売の承認が行われた年月日ですo骨とrJは.ウイルスを不活化する
ために加熟処理のみが行われたものに限られますo

厚生労働省httpノIww血. mhtw. go. jpl



特定ヲイブリノゲン製剤及び特定血液凝固第耽因子製剤による
e型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特
別措置法に基づく給付金の支給等に関するQ8LA

e特定フイブリノゲン製剤及び特定血液凝圃第DE因子盤剤ヒよるC型肝炎

感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法前文F B
1

o内閤総理大臣の談話.揮成20年1即1日トL, - 1.E. F.JB b.2

0和解基本合意書調印式における厚生労働大臣談話く平成20年1月15日卜4

0Q8LA
Ql.新しく設けられた給付金の仕組みの目駒は何ですかo1 3 B I D .6

Q2 給付金の制度はlいつから始まるのですかo

Q3 給付金の支給を受けることができ.るのはどのような人ですかo

Q4 フイブリノゲン製剤や血液凝固第DE因子製剤であれば,すべての.

製剤が対象になるのですか.11.r1..J...1.一.J.,.,17

Q5 製剤投与の事実.因果開係1症状について裁判手続の中で確認を

受けるためにはlどのようにすればよいのですか.

J Q6 製剤投与の事実を裁判手続の申で確認してもらうためにはlどの.
ような書類が必要ですか.診療録く力ルテJなどへ製剤が投与されL
た当時に作成された医療記録がないと.製剤投与の事実-を裁判手続
の申で確認してもらうことはできないのですかoi. - , t

E.Z
-.8

Q7 訴訟を提起する必要があるとの.ことですがlその場合の弁護士費,

用の取扱いはどうなるのでしょうかo

Q8 .C型肝炎に感染していた家族がいましたがt既に亡くなっていま
すoその場合は1支給は受けられないのですかo



Q9 給付金を請求する前に亡くなって.Lまったノ場合には.t給付金は受

け取れなくなってしまうのですか.....L.J...r暮1.....9

QIO 給付金の額はいくらになるのですか.

Qll以前,慢性c型肝炎に羅患していたのですがl治療の結果l治癒
しましたo こうした場合にはlいくらの支絵を受けることができま
すか.

Q12 給付金をもらった後.症状が悪化した場合はどうなるのですかo

..JT E-.....-I-.1,.t.1,一J17,A8110

Q13 追加給付金の支給を受けるためにはへ再度1訴訟を提起しなけれ
ばならないのですかo

Q14 給付金の請求はいつまでに行えばよいですかo

Ql岳 追加給付金の請求はいつまでに行えばよいですか.r , I J -.11

Q16 給付金の請求.はどのように行えばよいですか.

Q17 追加給付金の請求はどのように行えばよいですかo. 1

T

,.I.12

918p 給付金の請求に関する閏い合わせはどこに行えばよいですか.

QT9 今回の給付金や追加給付金には1税金がかかるのですかo IJL. , 13



J特定ヲイヲリノゲン襲剤及ぴ特定血液凝圃第DE因子製剤によるc
型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措
置法前文

ヲイブリノゲン製剤及び血液凝固第DtEa子製剤にC型肝炎ウイルスが

混入し,多くの方々が感染するという薬害事件が起きI感染被害者及び
その遺族の芳々は.長期にわたりl肉体的1..精神的苦痛を弓亀いられてい
るo

政府は.感染被害者の方々に甚大な被害が生じ1その被害の拡大を防

止し得なかったことについての章任を認め1感染被害者及びその遺族の
方々に心からおわびすベきであるoさらに,今回の事件の反省を踏まえ.
命の尊さを再認識し1医薬品による健康被害の再発臨止に最善かつ最大
の努力をしなければならない.

もとよりt医薬品を供給する企業にはl製晶の衰全性の確保等につい
て最善の努力を尽くす責任があ.り.本件においては- その,よう.な企業の

童任が間われるものであるo

C型肝炎ウイルスの感染被害を受けた方.々からフイブリノゲン製剤及

び血液凝固第正因子製剤の製造等を行った企業及ぴ国に対し,損害賠償
を求める訴訟が提起されたが.これまでの五つの地方裁判所の判決にお
いてはへ企業及び国が責任を負うべき期間等について判断が分かれl現
行法制の下で法的責任の存否を争う訴訟による解決を図ろうとすれば,
さらに長期間を要することが見込まれている.

-般にl血液製剤は適切に使用されれぱ人命を救うために不可欠01製
剤であるがヘフイブリノゲン製剤及び血液凝固第況因子製剤によっ七c
型肝炎ウイルスに感染した方々が,日々1痘状の重篤化に由する不安を
抱えながら生活を営んでいるという困難な状況に思いをいたすと.我.ら

は.人道的観点から.早急に感染被害者の方々を投阜の時期を問わず-
律に救済しなlナればならないと考えるo しかしながらl現市法制の下で
これらの.製剤による感染被害者の方々のT律救済の要請にこたえるに
はIp司法上も行政上も娠界があることからl立法による解決を図ること
とし1.この法律を制定するo.

-
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内閤総理大臣の談話.-

平成20年ll月11日

本EL特定フイブリノゲン製剤及び特定血液凝圃第DE因子製剤に
よるc型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特
別措置法が成立いたしましたo

これら製剤による感染被害者とその.遺族の方々はもこれまで長き
にわたってJ.心身ともに言葉に尽くせないほどの.ご苦労があったと
思いますo感染被害者の方々に甚大な被害が生じlその被害の拡大
を防止できなかったこ,tlについて.率直に国の責任を認めなければ
なりませんoL.感染被害者とその遺族の皆さま.に心からお詫び申し上
げます.

私自身r日も早くこの問題を鹿決したいと思ってまいりましたo
大阪高等裁判所における和解協議にも誠実に対応してまいりました
がへ地方裁判所ごとに異なる内容の判決が出されてきたC型肝炎訴
訟について-.司法の判断を踏まえつつ. -方でこれらの製剤Ttよる
感染被害者の方々の-律救済の要請に応えるには,現行法制の下で
は慣界があり,.議員立法による全面解決を決断いたしました.

-日も早い救済を実現するために..与党と弁護団との精力的な協
議,迅速な立法化作業ー会派を超えて国会での速やかな対応が行わ
れ-本臥法案が成立し,長年にわたるC型肝炎訴訟の解決が図ら
れることになりましたo心より感謝を申し上げ-ます.

感染硬害者の方々は,国に対しl肝炎対策の充実を要請してこ
られまpした.その懸命な活動が-つの契機となり1政府,与党に
おいて肝炎対策について真剣に検討を進めることになりましたo
その結乱無料で受.けられる肝炎ウイ.ル不検査を拡大するとと
もに,来年度かち国と地方公共団体が協力して7か年で総額1 8

o Q億円規模めインタ-フエ.ロン治療に対する医療費助成を行う
三と等を内容とする新たな肝炎総合対策を実施することといたし
ております.これにより,肝炎の早期発見へ そして必要な方々ず
ベての早期治療が進むことを期待いたしておりpますo

-2.-



盲らr.三も今回の事件の反省に立ちも薬害を繰り返してはならない
との栄意のもと勺命の尊さを再認識し.医薬晶による健康被害の再
発防止に向1チた医薬品行政の見直しに取り組んでまいりますo

改めてi長年にわたる感染被害者の方々のご労苦にお詫び申し上
げるとともに斗再発防止に最善一最大の努力を重ねることをお約束
いたしますo

- 3-



和解基本合意書調印式における厚生労働大臣談話,

本.日ここにI薬軍肝炎全国原告団及び弁護団の方々にあらためて
お会いしlただいま訴訟の和解に向けた基本合意書に調印をいたし
ましたo

ヲイヲリノゲン製剤及ぴ血液凝固第jX因子製剤による感染被害者
とその遺族の方々はlこれまで長年にわたり大変なご苦労があった
と恩います.感染被害者の方々に甚大な被害が生じ,その被害の拡
大を防止できなかったことにういて七率直に国の責任を認めるとと
もに.感染被害者とその遺族の皆様に心からお詫び申し上げますo
また.-お亡くなりになられた方々に対し,ご冥福をお祈り申し上げ
ますととも1,ニl療養を続けて.おられる方々やご家族の皆様に心から
お見舞い申し上げますo

去るIJ l日に. r特定フイブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Dt
因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給
に関する特別措置凱が両院ともに全会-致により成立いたしまし
flo

昨年1 2片2 3日に議員立法セ全面解決を図るという福田総裁の
ご決断があり,その乱与党の関係者の方々の大変なご尽九さら
に国会での会派を超えた賛同と迅速な対応をいただいて速やかに法
律が成立し.1解決の道筋がつきましたことに感謝を申し上げますと
ともにしこの法律に基づく給付金の支払いが円滑に行われますよう.
万全の準備を進めて事いリます.

- またl製剖の納入医療機関の公表等により,製剤の投与を受けた
方々の確認を促進し,一肝炎.rjイルス検査を受けることを勧奨すると
ともにへ広く涛律の内容の周知を図ってまいります.

そしてl不日の基本合意書でお約束し亭した.本件事件の第三者
磯関での検臥原告.弁護団との継続的な協護の場の設定について
もl順次1実行に移してまいりますo

.申し上げるまでもな,く薬害は三度.とあってはなりませんo今回
の反省に立ってへ命の尊さを決して忘れることなく1患者の方々お
-人お-人に常に思いをいたしながらl医薬品行政の見直しに取り

-4 -



組みち再発防止に向けた具体策を検討して参りますo

また与皆様の肝炎対策の充実に向けての活勤が契機となりも肝炎
対策が大きく前進しつつありますo -

来年度からほr肝炎治療7カ年計画Jに基づく総療1 800億円

規模のインタ丁フエ口ン治療に対する医療費助成などを推進して参
りますo

改めて1長年にわたる感染被害者の方々のご労苦にお詫び申し土
ぽるとともに,厚生労働大臣として,命の尊さを改めて深く認識しt
薬害の再発防止キ肝炎の早期発見ー治療体制の充実に全力を尽くす
三とをお約束いたします.

- 5 1



Q8LA

Ql新しく設けられた給付金の仕組みの目的は何ですか.

く答l

三の仕組みはI C型肝炎訴訟について1 C型肝炎ウイルスに感
染された方々の早期. -律救済の要請にこた.えるべくI議員立法
によってその解決を図ることとして,新たに設けられたものです.
具体的には,出産や手術での大量出血などの際に特定のフイブ
リノゲン製剤や血液凝固第正因子製剤を投与されたことによつて
c型肝炎ウイルスに感染された方々に関-L,法徴くXlに基づき-

新しく給付金を支給することになっていますo
くdXl特定フイブリノザン製剤及び特定血液凝固第広因子製剤によるC型

肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に蘭する特別措置法.

Q2 給付金の制度はlいつから始まるのですかo

.く答I

法律が公布された平成20年1月1 6日から始まりますo

Q3 給付金の支給を受けることができ.るのは.どのような人で
すかo

く答I

支給の対象となる方は,獲御生の傷病についてr特定フイブリ
ノゲン製削やr特定血液凝固第JX因子琴靴の投与を受けたこ
とによって,C型肝炎ウイルスに感染された方とその相続人ですLo
既に治癒した方やl感染された方からの母子感染で感染された

方も対象になりますoなお.獲得性の傷病としては,妊娠申や出
産時の大量出血手術での犬童串叫新生児出血症などが該当し
慕すopまた,手術での艇L骨折片などめ接着の際へフイブリン糊
として使用された場合も該当します,
また1給付金の支給を受けるには,製剤投与の事実t製剤投与

と感染との因果関係へ C型肝炎の症状について,裁判手続の申で
確認を受けていただくことが必要になりますo

- 6 -



634 ヲイブリノゲン製剤や血液凝固第DE因子製剤であればl
ずベでの製剤が対象になるのですか.

く答l

この給付金はもe型肝炎訴訟について,立法によって書o1解決
を図ろうとするものです由で.給付金の支給の対象となる製剤は1
訴訟の対象となっているものに限られますd
具体的には1 F特定フイブリノゲン製剤Jとは,

O -7イブリノ-ゲン-BBaりkくS39.6.9製造承認I

t21フイブリノ-ゲン-ミドリ.くS39.70.24製造承掛.
6l lフイブリノゲン-ミドリ くS51.4.30製造承認I

lゆ フイブリノゲンHT-ミドリくS62.4.3LO製造承認フですこ
また, F特定血液凝固第Dt因子製剤Jとは.

61 PPSB-ニチヤク くS47.4.22製造承認I

C6,コ-ナイン くS47.4.22輸入販売承認1

elクリスマシン くS51.12..27製造承認I

61クリスマシン-HTくS60.12.17輸入販売承認1です.

なお1身と魯については.ウイルスを不活化するために加熟嘩
理のみが行われたものに限られへ さらにS D処理等の処理が加え
ら.れたもめは対象にはなりません.

Q5 製剤投与の事象因果甲鼠症状について裁判手続の中
で確認を受けるためには,どのようにすればよいのですかoJ

く答l

給付金の支給を受けるためにはl国ほ製剤の製造t.輸入販売
を存った企業.1を被告として.L訴訟を提起していただくことが必
要たなりますo

-

まずは,最寄りの弁護士会などにご相談くださいo

-
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Q6 製剤投与の事実を裁判手続の中で確認してもらうために
はち どのような書類が必要ですか.診療録.く力ルテJなど-

製剤が投与された当時に作成された医療記録がないと.畢剤
投与の事実を裁判手続の申で確認してもらうことはできない
のですか.1-

く答l

製剤投与の事実については,裁判手続の申で判断されることに
なりますが1製剤が投与された当時の診療録くカルテIあるいは
これに代わる証拠により.判断がなされるものと考えられます.
これまで裁判所で訴訟等が行われた際の手続を踏ま希ればb診

療録 くカルテIのみならずへ手術記録t投薬指示書等の書面.医
師l看護師へ薬剤師等による投与事実の証明や本人,家族等.によ
る記録1証言等も考慮してl判断がなされるものと考えられます.
個別の事例については.弁護士等にご相談くださいo

q7 訴訟を提起する必要があるとのキとですが,その場合の
弁護士費用の取扱いはどうなるのでしょうかo

く答J

裁判手続の中で製剤投与の事実..因果蘭係一症状が認められた-
場合の弁護士費用については.一定の基準に従フて,国や企業が
負担することになっていますo

Q8 C型肝炎に感染していた家族がいましたが,既に亡くな
.っていますoその場合は.支給は受けられないのですかo

ぐ答l

給付金の支鎗対象になり得た方が..平成-20年1月1 6日 く法

律の施行日lより前にお亡くなり.になっていた場合には.その方
の相続人が給付金の請求を行うことができますo
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Q9 給付金を請求する前に亡くなってしまった場合にはl給
付金は受け取れなくなってしまうのですかo

く答1

給付金の支給壷受けることができる方が.その請求をせずにお
藍くなりになった場合には.その方の相続人が給付金LOl請求を行
うことができますo

QIO 給付金の嶺はいくらになる,のですかo

く答J

裁判手続の中で認められた症状に応じて.以下の纏の給付金が
支給されますo

の慢性c型肝炎の進行による肝嘩変.肝がん.死亡 4,000万円

el慢性c型肝炎
.

2,000万円

eJの.eJ以外く無症候性キヤリア1 1i200万円

Qll以前l慢性c型肝炎に羅患していたのですが1治療の結
果,治癒しましたら.こうした場合にはへ いくらの.支給を受け
ることができますかo

ぐ答J

獲得性の傷病についてr特定フイブリノゲン製剤Jやr特定血

液凝圃第BE因子製恥の投与を受けたことによって1 C型肝炎ウ

イルスに感染された方であればIその後治癒した方であってもへ
支給の対象となりますo
その隙1給付金の額の基準となる症状はこ裁判手続の中や判断
されること.になりますo例えば,慢性C型肝炎に轟患していた方
が,.治療の結果.治癒した場合であっても.裁判幸続の申で慢性
c型肝炎に羅患していたと認められれぱへ2,000万円が支給され
ることになりますo
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Q12 給付金をもらった後,症状が悪化した場合はどうなるの
ですかo

く答I

給付金が支給された後1 0年以内に症状が進行した場合には斗
追加給付金の支給を受けるlことが-elきますpo

その額は.進行した症状に応じた給付金の額と,既に支給され
た給付金の額との差額rtなりますo

Qp13 追加給付金の支給を受けるためには1再摩.訴訟を提起
しなければならないのですかo

く答J

追加給付金の支給l羊当たっては,症状が進行したこと.を証明す
る医師の診断書により確認することになっていますので,再度一
訴訟を提起していただく必要はありません.

Q14 給付金の請求はいつまでに行えばよいですかo

く答I

給付金については,.原則としてl平成20年1月1 6EIく法律

の施行別か.ら5年以内に請求していただくことが必要です.
なおl平成20年1月1 6日 く漬律の施行Eu,から5L年以内に

J訴訟を提起していた場合には,平成20年l月1 6日.から.5年以

降に和解等が成立したような場合にあってもl和解等が成立した
日から1月以内に講求しそいただけばよいことになっています.1
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Q15 追加給付金の請求はいつまでに行えばよいですかo

く筈J

追加給付金については.t請求される方が痘状が逸行したことを
知った日からt 3年以内に請求していただくことが必要ですo
なおヰ追加給付金は1給付金が支給された後1 0年以内に痘状

が進行した場合に支絵されるものですo

Q16 給付金の請求はどのように行えばよいですかo

亡答j

以下の書類を提出して勺独立行政法人医薬品医療機器総合機構
に請求していただくことになっていますo

O製剤投与の事実,甲果関係,症状を証明する和解調書等の
正本又は謄本

el給付金支給請求書く洪I
Ql住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を
証明する書類

- 年お二JX印の用紙は,.働立行政法人医薬晶医療機器総合機構に
備え付けていますoまたへ.同機構のホ-ムペこジからもダウシロ
-ドして使虎することができますロ
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Q17 追加給付金の請求はどのように行えばよいですかo

く答l

以下の書類を提出して.独立行政法ヰ医薬品医療機器総合機構
に請求していただくことになっていますo
O.症状が進行したことが分かる医師の診断書く.Xl
ei追加給付金支給請求書く.X1

61住民票の写しその他の追旭給付金支給請求書に記戟した事
実を証明する書類

なおI X印の用紙はへ独立行政法人医薬品医療機器総合機構に
備え付けています.また.同機構のホ-ムペ-ジからもダウンEl
-ドして使用することができますo

Q18 絵付金の請求に関する問い合わせはどこに行えばよいで
すかo

く答l

.給付金pol支給はI独立行政法人医薬晶医療機器鹿合機構が行い
ます.実際の請求に当たってはl裁判手続の中で製剤投与の事実.
因果関係,症状について確憩を受けていただいた上でi.同機横ま
でご相談くださいo
その他,給付金の支給に関しご不明な点がござい衰したらl独

立行政法人医薬晶庖療機器総合機構までお間い合わせくださいム
E連絡先コLラリ-ダイヤル.. 0120-180-40O

くフリ-ダイヤルは1p携帯電話,公衆電話からはご利用になれませんIl

又は03二3506-9508
.

E受付時間コ 月曜日から金曜日まで く祝日1年末年姶を除く1
L 午前9ニ00J-午後6こOO

E給付金等の支給の仕組みに関する情報ペ-ジコ
.. http二IIwww. pmda. go, jplkenkouhigalLIc-kanen. html
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6219 今回の給付金や追加給付金には勺税金がかかるのですかo

亡筈l

今回の給付金や追加給付金には勺所得税等の税金はかからない
三ととされていまずo
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